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組合員及び被扶養配偶者に係る
　　国民年金被保険者の手続について

退職後の医療保険制度について

扶養手当廃止に伴う被扶養者の取扱いについて住所変更の手続について

　令和８年３月31日付けで退職される方が退職後に加入する健康保険については、就業状況により
下表のとおりとなりますので、参考にしてください。

退職後の状況 加入する健康保険

•再任用フルタイム勤務職員

•公立学校共済組合青森支部

•再就職先の健康保険

•臨時的任用職員（臨時講師、臨時事務職員等）

•健康保険制度適用の職場に再就職
　（私立学校職員、民間会社等）

•再就職しない
•再任用短時間勤務職員
•非常勤職員（上記３を除く）

•退職時に60歳未満の組合員は、国民年金第１号被保険者への「加入」手続をしてください。
•退職時に被扶養者だった方は、国民年金第３号被保険者から国民年金第１号被保険者への「種別変更」
　手続をしてください。

•公立学校共済組合青森支部の「任意継続組合員」
•国民健康保険
•家族の被扶養者

•非常勤職員（スクールサポートスタッフ等）
　　　週20時間以上
　　　月額88,000円以上
　　　2カ月を超える任用
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任意継続組合員制度について
　退職日の前日まで引き続き１年以上組合員であった者が、退職日から起算して20日以内に共済組合に申し
出て、任意継続掛金を納入することにより、最長で２年間、医療費等の短期給付について、在職中とほぼ同様の適
用を受けることができる制度です。
令和８年3月31日付け退職者について
　すでに申出書の提出期限は過ぎていますが、状況が変わり（再就職しないことになった等）
任意継続組合員を希望することとなった場合は、随時受け付けますので、所属所事務担当者
まで申し出てください。最終期限は、令和８年４月17日（金）です。
※詳細は、各所属所へ通知した、令和８年１月30日付け青教職共第491号「令和7年度末退職予定
者に係る退職後の医療保険制度及び任意継続組合員申出について」をご覧ください。

　住民票を異動した場合、当支部で管理している組合員の住所情
報の変更が必要となりますので、「組合員等情報変更申告書」に記
載の上、所属所を経由して提出してください。転居先住所の届出
がないと、ねんきん定期便、特定健診の受診券、給付金決定通知
書等が届かないことがあります。早めの手続をお願いします。

　マイナ保険証（マイナンバーカード）の住所変更の手続を行った場合でも、
別途、当支部で住所変更の手続が必要となります。住民票を異動した場合は、
必ず「組合員等情報変更申告書」を提出してください。

注意！

　資格喪失後の資格確認書は所属所を通して当支部に返却することとなります。返却については、下表の
とおりとなりますが、詳細は、3月送付予定の「組合員提出書類確認票」をご確認ください。

（「資格確認書」は、マイナ保険証を登録していない方へ交付しています。）
　なお、マイナ保険証登録者等へ送付した「資格情報のお知らせ」の返却は不要です。

•退職の場合
•任期満了の場合
•他の共済組合へ転出する場合
•任意継続組合員となる場合

•組合員は、退職時の所属所の事務担当者へ「資格確認書」（組合員及び被扶養
　者分）を返却
•所属所でとりまとめて「❶組合員異動報告書【資格得喪】」に添付のうえ提出

•組合員へ番号変更後の「資格確認書」（組合員及び被扶養者分）が届く
•組合員は、新（４月に所属する） 所属所の事務担当者へ旧組合員番号の「資格
　確認書」（組合員及び被扶養者分）を返却
•所属所で旧組合員番号の「資格確認書」を受け取ったら、「❷組合員異動報告
　書」に添付のうえ支部へ提出

•所属所が「被扶養者取消申告書」と関係書類に添付のうえ支部へ提出

•組合員番号が変更となった場合

•被扶養者が新しい就職先で健康　
　保険資格を取得した場合

任意継続組合員となった場合も、それまで使用していた資格確認書は使用で
きません。資格喪失時の所属所へ返却してください。

　組合員が退職した（任意継続組合員及びその被扶養者となった）場合で、60歳未満の方は、
各市町村の国民年金担当課で以下の手続が必要となります。

配偶者の扶養手当が廃止になると、共済組合の被扶養者はどうなるの？

（詳細については、各市町村の国民年金担当課にお問い合わせください。）

　給与条例の改正により、令和８年４月から配偶者に対する扶養手当が廃止となる予定です。
　これにより、共済組合での被扶養者の認定区分が、「普通認定（給与条例上の扶養親族）」から
「特別認定」へ変更となります。
　４月は異動時期であり、繁忙期となるため、青森支部では特別認定に係る書類の徴収は行わず、
毎年行っている「扶養確認」の際に改めて確認書類を徴することとしました。それまでは暫定的に、
扶養が継続するものとして取扱いますが、その間に、取消事由が発生した場合には、速やかに
手続してください。
※「特別認定」に係る書類及び被扶養者の取消事由等、詳細については、「青森支部のホームページ」→「組合員専用ページ」→
　「被扶養者の認定要件の確認について」でご確認ください。
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資格喪失後の資格確認書等の返却について


